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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年7月27日(2017.7.27)

【公開番号】特開2016-6840(P2016-6840A)
【公開日】平成28年1月14日(2016.1.14)
【年通号数】公開・登録公報2016-003
【出願番号】特願2014-127439(P2014-127439)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/308    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/308    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   27/14     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ   27/14     　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   27/14     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月13日(2017.6.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄化した第１のシリコン基板と、該第１のシリコン基板を支持する第２のシリコン基板
とが積層される構造の半導体装置であって、
　当該半導体装置は、
　面方位が（１００）または（１１０）の第１の面と、該第１の面の反対側の第２の面と
を有する前記第１のシリコン基板と、第３の面と、該第３の面の反対側の面方位が（１１
１）のシリコン面が露出した第４の面とを有する前記第２のシリコン基板とにおける前記
第２の面と前記第３の面とを対向させて接合した後に、前記第１の面から前記第２の面に
向けて予め定めた厚さのシリコンをエッチングして、前記第１のシリコン基板を薄化した
、
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記第１のシリコン基板の前記第２の面側に形成され、入射する光に応じた電荷信号を
発生する光電変換部を備えた画素を２次元の行列状に複数配置した画素部、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第２のシリコン基板の前記第３の面側に形成され、前記画素部内のそれぞれの前記
画素に備えた前記光電変換部が発生した前記電荷信号に基づいた画素信号に対して、予め
定めた処理を行うための回路要素を備えた処理回路、
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１のシリコン基板の前記第２の面側と、前記第２のシリコン基板の前記第３の面
側とのそれぞれに形成され、前記画素部内の回路要素と前記処理回路内の対応する回路要
素とを接続する接続部、
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　を備えることを特徴とする請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１のシリコン基板の前記第２の面と、該第２の面に対向する前記第２のシリコン
基板の前記第３の面との間に配置され、前記第１のシリコン基板の前記第２の面と前記第
２のシリコン基板の前記第３の面とを接合する接合層を形成する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１の項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　薄化した第１のシリコン基板と、該第１のシリコン基板を支持する第２のシリコン基板
とが積層される構造の半導体装置の製造方法であって、
　当該半導体装置の製造方法は、
　面方位が（１００）または（１１０）の第１の面と、該第１の面の反対側の第２の面と
を有する前記第１のシリコン基板と、第３の面と、該第３の面の反対側の面方位が（１１
１）のシリコン面が露出した第４の面とを有する前記第２のシリコン基板とにおける前記
第２の面と前記第３の面とを対向させて接合する第１の工程と、
　前記第１の面と前記第４の面とがエッチング液に晒されるように、前記第１の工程によ
って前記第１のシリコン基板と前記第２のシリコン基板とを接合した状態で、前記エッチ
ング液に浸漬する第２の工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　少なくとも前記第２の工程の前に、前記第２のシリコン基板の少なくとも前記第４の面
に酸化膜を形成する第３の工程、
　を含むことを特徴とする請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記エッチング液は、
　水酸化テトラメチルアンモニウム溶液である、
　ことを特徴とする請求項６または請求項７に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の工程の前に、前記第１のシリコン基板の前記第２の面側に、入射する光に応
じた電荷信号を発生する光電変換部を備えた画素を２次元の行列状に複数配置した画素部
を形成する第４の工程、
　を含むことを特徴とする請求項６から請求項８のいずれか１の項に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項１０】
　前記第１の工程の前に、前記第２のシリコン基板の前記第３の面側に、前記画素部内の
それぞれの前記画素に備えた前記光電変換部が発生した前記電荷信号に基づいた画素信号
に対して、予め定めた処理を行うための回路要素を備えた処理回路を形成する第５の工程
、
　を含むことを特徴とする請求項９に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記第４の工程および前記第５の工程の後で、前記第１の工程の前に、前記第１のシリ
コン基板の前記第２の面側と、前記第２のシリコン基板の前記第３の面側とのそれぞれに
、前記画素部内の回路要素と前記処理回路内の対応する回路要素とを接続する接続部を形
成する第６の工程、
　を含むことを特徴とする請求項１０に記載の半導体装置の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
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　上記の課題を解決するため、本発明の半導体装置は、薄化した第１のシリコン基板と、
該第１のシリコン基板を支持する第２のシリコン基板とが積層される構造の半導体装置で
あって、当該半導体装置は、面方位が（１００）または（１１０）の第１の面と、該第１
の面の反対側の第２の面とを有する前記第１のシリコン基板と、第３の面と、該第３の面
の反対側の面方位が（１１１）のシリコン面が露出した第４の面とを有する前記第２のシ
リコン基板とにおける前記第２の面と前記第３の面とを対向させて接合した後に、前記第
１の面から前記第２の面に向けて予め定めた厚さのシリコンをエッチングして、前記第１
のシリコン基板を薄化した、ことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、薄化した第１のシリコン基板と、該第１のシ
リコン基板を支持する第２のシリコン基板とが積層される構造の半導体装置の製造方法で
あって、当該半導体装置の製造方法は、面方位が（１００）または（１１０）の第１の面
と、該第１の面の反対側の第２の面とを有する前記第１のシリコン基板と、第３の面と、
該第３の面の反対側の面方位が（１１１）のシリコン面が露出した第４の面とを有する前
記第２のシリコン基板とにおける前記第２の面と前記第３の面とを対向させて接合する第
１の工程と、前記第１の面と前記第４の面とがエッチング液に晒されるように、前記第１
の工程によって前記第１のシリコン基板と前記第２のシリコン基板とを接合した状態で、
前記エッチング液に浸漬する第２の工程と、を含むことを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　ただし、固体撮像装置４００では、第２のシリコン基板４２にも、固体撮像装置４００
の機能（動作）を実現する回路要素を形成する。この第２のシリコン基板４２に形成する
回路要素は、例えば、第１のシリコン基板４１に形成されたフォトダイオードＰＤが発生
した入射光に応じた電荷信号に基づいた画素信号に対して、予め定めた処理を行うための
処理回路などとして構成される。このため、第２のシリコン基板４２の一方の側には、拡
散層や単層または複層の配線からなるトランジスタＴｒや配線などを、固体撮像装置４０
０の機能（動作）を実現する回路要素として形成する。図４（ｃ）には、トランジスタＴ
ｒを形成するためにシリコン層１２１内に形成した拡散層と、トランジスタＴｒを形成す
るために第２のシリコン基板４２上に形成した配線層４２２内の複層構成の配線とを模式
的に示している。また、図４（ｃ）に示した第２のシリコン基板４２の構造には、配線層
４２２を形成する際に、熱処理などによって適宜形成する酸化膜４２３も示している。
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